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固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会

委
員
を
選
任

　

次
の
方
々
が
、
５
月
19
日
付
で

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

に
選
任
さ
れ
ま
し
た
（
敬
称
略
）。

■
問
合
せ
＝
固
定
資
産
評
価
審
査

委
員
会
☎
（２０）
３
０
３
４

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
更
新
講
習
会

▼
日
時
＝
10
月
７
日
（火）
、
21
日
（火）

午
後
２
時
〜
４
時（
全
２
回
）

▼
会
場
＝
文
化
会
館　

▼
申
込
＝

該
当
者
に
は
案
内
が
届
き
ま
す
。

７
月
31
日
（木）
ま
で（
当
日
消
印
有

効
）に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝（
公
財
）と
ち
ぎ
建
設

技
術
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
６
）３
１
８
７

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
試
験
と
試
験
講
習
会

▼
日
時
＝

（
講
習
会
・
模
擬
試
験
）
９
月
26

日
（金）
午
前
10
時
〜
午
後
４
時
30
分

（
試
験
）10
月
29
日
（水）
午
後
２
時
〜

４
時　

▼
会
場
＝
栃
木
県
自
治
会
館（
宇

都
宮
市
）

▼
申
込
＝
７
月
１
日
（火）
〜
８
月
31

日
（日）
の
期
間（
当
日
消
印
有
効
）に

（
公
財
）
と
ち
ぎ
建
設
技
術
セ
ン

タ
ー
研
修
課
へ

〒
３
２
１
‐
０
９
７
４
宇
都
宮
市

竹
林
町
１
０
３
０
‐
２

※
申
請
書
は
市
下
水
道
課（
田
沼

庁
舎
新
館
）で
も
配
布
し
ま
す　

■
問
合
せ
＝
同
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
６
）３
１
８
７

佐
野
市
医
師
会
附
属
佐
野
准

看
護
学
校
見
学
会

▼
日
時
＝
７
月
29
日
（火）
午
前
10
時

30
分
〜
午
後
０
時
30
分
（
受
付
は

午
前
10
時
か
ら
）

▼
会
場
＝
同
校（
植
上
町
）

■
申
込
＝
７
月
25
日
（金）
ま
で
に
、

同
校
☎
（２３）
７
５
３
８

市
有
地
を
売
却
し
ま
す

　

市
で
は
佐
野
市
民
病
院
医
師
住

宅
跡
地
を
一
般
競
争
入
札
で
売
却

し
ま
す
。

●
売
却
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

▼
申
込
・
入
札
保
証
金
納
付
期
間

＝
７
月
７
日
（月）
午
前
９
時
〜
18
日

（金）
午
後
５
時　

▼
入
札
日
＝
７
月
24
日
（木）
午
前
10

時
〜
（
受
付
９
時
〜
９
時
50
分
）

▼
会
場
＝
東
仮
庁
舎
議
会
棟
議
場

▼
申
込
＝
所
定
の
様
式
に
よ
り
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い

※
詳
細
は
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

※
申
込
期
間
中
に
指
定
口
座
に
入

札
保
証
金
を
振
り
込
み
く
だ
さ
い

●
入
札
予
定
物
件

▼
物
件
の
所
在
＝
栃
本
町
１
８
３

６
番
３　

▼
地
目
＝
宅
地　

▼
地
積
＝
６
６
６
．
７
４
㎡
（
約

２
０
２
坪
・
実
測
値
）

▼
最
低
売
却
価
格
＝
１
千
２
百
90

万
円　

▼
現
地
説
明
会
＝
７
月
15
日
（火）
午

前
９
時
〜
10
時

■
問
合
せ
＝
市
民
病
院
管
理
課

☎
（２０）
３
８
１
３

http://w
w
w
.city.sano.lg

.jp/

kakuka/byouinkanri.htm
l

不
動
産
取
得
税　

　

平
成
25
年
中
に
家
屋
を
新
築
ま

た
は
増
改
築
さ
れ
た
方
に
対
し
、

課
税
さ
れ
ま
す
。
７
月
８
日
（火）
に

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す
の

で
、
７
月
31
日
（木）
ま
で
に
最
寄
り

の
金
融
機
関
ま
た
は
県
税
事
務
所

窓
口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
安
足
県
税
事
務
所　

☎
（２３）
１
４
５
８

家
屋
調
査
へ
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す

　

平
成
26
年
中
に
新
築
（
ま
た
は

増
築
）
さ
れ
た
建
物
に
対
し
て

は
、
平
成
27
年
度
か
ら
固
定
資
産

税
な
ど
が
課
税
さ
れ
ま
す
。
市
で

は
こ
れ
ら
の
建
物
を
随
時
調
査
中

で
す
。
調
査
時
間
は
１
戸
あ
た
り

１
時
間
程
度
で
す
。

　

な
お
、
床
面
積
・
構
造
に
関
わ

ら
ず
、
物
置
や
車
庫
な
ど
も
課
税

対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
建
物
を
取
り
壊
し
た
場
合

　
「
家
屋
滅
失
届
出
書
」の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。
家
屋
滅
失
届
出

書
を
基
に
現
地
調
査
を
行
い
ま

す
。
な
お
、家
屋
滅
失
届
出
書
は
、

資
産
税
課
お
よ
び
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
取
得
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
取
り
壊
し
た
建
物
の
用

途
に
よ
っ
て
は
、
住
宅
用
地
の
特

例
措
置
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
建
物
の
用
途
を
変
更
し
た
場
合

　

資
産
税
課
へ
建
物
の
用
途
を
変

更
し
た
旨
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

そ
の
連
絡
を
基
に
現
地
調
査
を
行

い
ま
す
。

　

な
お
、
変
更
後
の
建
物
の
用
途

に
よ
っ
て
は
、
住
宅
用
地
の
特
例

措
置
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
同
課
☎
（２０）
３
０
０
９

農
畜
産
物
等
雪
害
見
舞
金
お

よ
び
特
用
林
産
物
等
雪
害
見

舞
金
の
申
請
受
付　

　

申
請
が
済
ん
で
い
な
い
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
大
雪
に
よ
る
農
畜
産
物

お
よ
び
農
畜
産
業
用
施
設
、
ま
た

は
特
用
林
産
物
お
よ
び
特
用
林
産

業
用
施
設
の
被
害
額
が
100
万
円
以

上
と
な
る
方　

▼
見
舞
金
の
額
＝

５
万
円　

▼
受
付
期
間
＝
平
成
27

年
３
月
31
日
（火）
ま
で　

■
問
合
せ
＝
農
畜
産
物
を
生
産
し

て
い
る
方
は
農
政
課
☎
（６１）
１
１
６

２
、
特
用
林
産
物
を
生
産
し
て
い

る
方
は
農
山
村
振
興
課
☎
（６１）
１
１

６
３

委員長

田沼　穰

委員長
職務代理者

田澤知行

委員

中里博行

委員

福田文子
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国
民
年
金
保
険
料
の

「
免
除
制
度
」

　

国
民
年
金
に
は
、
経
済
的
な
理

由
な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

な
時
に
、
申
請
し
て
承
認
さ
れ
る

と
、
免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
ら

れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

  

７
月
か
ら
平
成
26
年
度
（
平
成

26
年
７
月
〜
平
成
27
年
６
月
）
分

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

な
お
平
成
26
年
４
月
か
ら
申
請
日

の
２
年
１
カ
月
分
ま
で
さ
か
の

ぼ
っ
て
免
除
申
請
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。

▼
申
請
先
＝
各
庁
舎
の
総
合
窓
口

課
・
各
支
所　

▼
持
ち
物
＝
年
金
手
帳
ま
た
は
基

礎
年
金
番
号
の
わ
か
る
も
の
、
印

か
ん
、
退
職
さ
れ
た
方
は
失
業
日

を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の
証
明

書
の
写
し
（
雇
用
保
険
受
給
資
格

者
証
、
離
職
票
な
ど
）

■
問
合
せ
＝
佐
野
総
合
窓
口
課

☎
（２０）
３
０
１
９

運
動
公
園
市
民
体
育
館
の

耐
震
工
事（
使
用
中
止
）

　

同
体
育
館（
ア
リ
ー
ナ
）は
耐
震

工
事
の
た
め
、
11
月
半
ば
頃
ま
で

利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す
が
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
卓
球
場
は
利
用
で
き
ま
す

■
問
合
せ
＝
ス
ポ
ー
ツ
立
市
推
進

課
☎
（２６）
０
０
６
５

中
運
動
公
園
プ
ー
ル
が

オ
ー
プ
ン
し
ま
す

▼
期
間
＝
７
月
19
日
（土）
〜
８
月
31

日
（日）
ま
で（
予
定
）　

▼
利
用
時
間
＝
午
前
10
時
〜
午
後

５
時

▼
利
用
料
金
＝
大
人
（
高
校
生
以

上
）
210
円
、
中
学
生
以
下
100
円
、

幼
児
無
料（
付
添
の
方
は
有
料
）

▼
プ
ロ
グ
ラ
ム　

●
キ
ッ
ズ
ス
イ
ム
教
室

▼
期
間
＝
７
月
23
日
〜
８
月
27
日

の
毎
週
水
曜
日
（
８
月
13
日
は
休

み
）
①
午
前
11
時
〜
11
時
30
分
、

②
午
後
１
時
30
分
〜
２
時

皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

▼
対
象
＝
小
学
校
４
年
生
以
上

▼
定
員
＝
先
着
10
人（
事
前
申
込

不
要
）　

▼
内
容
＝
泳
ぎ
の
基
礎
的
な
練
習

●
わ
ん
ぱ
く
キ
ッ
ズ
ス
イ
ム

▼
期
間
＝
７
月
24
日
〜
８
月
28
日

の
毎
週
木
曜
日
（
８
月
14
日
は
休

み
）
午
後
２
時
〜
２
時
45
分

▼
対
象
＝
小
学
生
お
よ
び
そ
の
保

護
者　

▼
定
員
＝
先
着
10
人
（
要

事
前
申
込
）
▼
内
容
＝
水
慣
れ
や

バ
タ
足
の
練
習

●
50
ｍ
検
定

▼
期
間
＝
随
時

■
問
合
せ
＝
同
公
園
☎
（８５）
２
１
８

０（
７
月
12
日
（土）
頃
か
ら
）

県
立
佐
野
高
等
学
校
附
属
中

学
校
の
学
校
説
明
会

▼
日
時
＝
８
月
３
日
（日）
午
前
10
時

30
分
〜
正
午　

▼
会
場
＝
文
化
会

館　

▼
対
象
＝
小
学
生
・
保
護
者

な
ど（
小
学
生
は
保
護
者
同
伴
）

▼
内
容
＝
教
育
内
容
、
学
校
生
活

の
概
要
、
入
学
者
選
考
・
募
集
手

続
き
な
ど

※
学
校
見
学
会
を
同
日
午
後
２
時

〜
４
時
に
実
施
し
ま
す（
受
付
は

２
時
〜
３
時
）

※
上
履
き
を
お
持
ち
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
同
校
☎
（２３）
０
１
６
１

全額免除 一部免除
※

若年者
納付猶予

保険料
未納

年金受給資格期間
( ２５年以上 ) に入ります

受給資格
期間に入
りません

※一部免除の承認を受けた場合は、そ
　れぞれの免除後の保険料を納付しな
　いと未納扱いとなり、受給資格期間
　に入りません

消費生活センターからのお知らせ

子どものオンラインゲームのトラブルにご注意ください！

　子どもがオンラインゲーム（パソコンやゲーム機、

携帯電話などでインターネットを通じて遊ぶゲーム）

で、クレジットカード会社から高額な請求を受けたと

いうトラブルが増えています。オンラインゲームで遊

ぶ際は、次のことを注意しましょう。

利用前にパスワードやフィルタリング設定をす

る／ゲームの内容を確認する（利用規約を読む）

／カード情報やＩＤ、パスワードなど、しっか

り管理する／カードの利用明細を毎月確認する

　家族でゲームの遊び方を話し合いましょう。

■問合せ＝消費生活センター（田沼庁舎本館１階）

　☎（６１）１１６１　※平日午前９時～午後４時

　消費者ホットライン☎０５７０（０６４）３７０

　※土・日曜日、祝日のみ

クリーン推進課からのお知らせ

～夏季の生ごみの減量化にご協力を～

　夏は、スイカ、桃、梨などの水分を多く含む食べ物

が消費され、皮や食べ残しの生ごみが多く出されます。

　こういった水分の多いごみが増えると、焼却炉での

燃焼効率が大変悪くなってしまいます。そこで、次の

取り組みをお願いします。

1. 生ごみは濡らさない＝水のかからないところに置

き、調理くずを濡らさないようにしましょう。

2. 最後にもうひとしぼり＝三角コーナーの野菜くず

は水切りネットに入れ、仕上げにひとしぼりして

から捨てましょう。

3. 雑草、剪定枝はよく乾燥させましょう＝堆肥化（腐

葉土化）して各家庭で利用していただくか、ごみ

として出す際はよく乾燥させましょう。

※家庭用生ごみ処理機器の購入への補助制度もあり

ます　■問合せ＝クリーン推進課☎（２３）８１５３




